
第62期定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

事業報告
■特定完全子会社に関する事項

■主要な事業内容

■主要な営業所

■従業員の状況

■主要な借入先及び借入額

■会社の新株予約権等に関する事項

■役員等賠償責任保険契約に関する事項

■補償契約の内容の概要

■責任限定契約の内容の概要

■社外役員に関する事項

■会計監査人に関する事項

■業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

連結計算書類
■連結株主資本等変動計算書

■連結注記表

計算書類
■貸借対照表

■損益計算書

■株主資本等変動計算書

■個別注記表

監査報告
■連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

■会計監査人の監査報告書

■監査役会の監査報告書

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

上記事項につきましては、法令及び定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に

対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しています。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供

措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りしております。



■特定完全子会社に関する事項（2026年３月31日現在）

該当事項はありません。

■主要な事業内容（2026年３月31日現在）

事業区分 事業内容

警 備 事 業 機械警備業務、輸送警備業務、常駐警備業務、ＡＴＭ管理業務、工事・機器販売

ビ ル 管 理 事 業 ビル総合管理業務、清掃業務

不 動 産 事 業 不動産賃貸業務、不動産仲介業務、不動産販売業務

■主要な営業所（2026年３月31日現在）

① 当社

本社 大阪府大阪市浪速区

本社営業部 大阪府大阪市西区

京阪営業部一部 大阪府守口市

京阪営業部二部 京都府京都市山科区

阪奈営業部一部 大阪府藤井寺市

阪奈営業部二部 大阪府藤井寺市

阪神営業部一部 兵庫県神戸市東灘区

阪神営業部二部 兵庫県神戸市東灘区

東京支社 東京都文京区

名古屋支社 愛知県名古屋市東区

② 子会社

事業報告１.企業集団の現況に関する事項（6）重要な親会社及び子会社の状況 ②重要な子会社の状況に記載のと

おりです。

■従業員の状況（2026年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

区 分 従業員数（名） 前期末比増減（名）

男 性 1,803 40（減）

女 性 293 5（増）

合 計 2,096 35（減）

（注）従業員数は就業人数であり、臨時従業員数（2,164名）は上記に含まれておりません。

② 当社の従業員の状況

区 分 従業員数（名） 前期末比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

男 性 975 0（－） 46.0 13.0

女 性 179 9（増） 38.0 9.0

合計または平均 1,154 9（増） 45.0 12.0

（注）１．従業員数は就業人数であり、臨時従業員数（161名）は上記に含まれておりません。

２．平均年齢、平均勤続年数は、それぞれ小数点以下第２位を切り捨てて表示しております。
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■主要な借入先及び借入額（2026年３月31日現在）

借入先 借入額（百万円）

株 式 会 社 り そ な 銀 行 （注） 4,595

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,550

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 452

計 7,597

（注）㈱りそな銀行の借入額には、社債1,500百万円及びＥＳＯＰ信託の導入のために設定された専用信託口が当社株

式を取得するための原資として借入金残高192百万円を含んでおります。なお、ＥＳＯＰ信託に係る専用信託口

は会計処理上当社と一体であるとの処理をしているため、ここに含めております。

■会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

■役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は、保険会社との間で、当社及び「重要な子会社の状況」に記載の当社の子会社の取締役及び監査役、執行役

員、管理職等一定の従業員（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項

に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その地位に基づいて行った行為（不作為を含む）に起因して、損害賠

償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用、及び被保険者に対してなされた損害賠償請求により被保険者

が被った損害を、会社が補償（会社補償）することによって生ずる損害を当該保険契約により保険会社が填補するも

のであり、１年毎に契約更新しております。

なお、当該保険契約では、被保険者が違法に利益または便宜を得た場合及び犯罪行為、不正行為、詐欺行為または

法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為によって生ずる損害の場合は保険契約の免責事

項としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれな

いようにするための措置を講じております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

■補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

■責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役は、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任に

ついて、会社法第427条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく賠償責任限度額は、善意で重大な過失がないときは、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く）につきましては、予め定めた金額または法令が規定するいずれか高い額とし、また、監査役につきましては、

４百万円以上で予め定めた金額または法令が規定するいずれか高い額としております。
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■社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

区分 氏 名 兼職先及び兼職内容 当該他の法人等との関係

社外取締役 諸島 伸治
アイテックジャパン㈱

取締役

アイテックジャパン㈱と当社との間に重要な取引その

他の関係はありません。

社外取締役 稲田 浩二

関西電力㈱ 顧問

関西電力㈱は当社の主要株主であります。

同社グループと当社との間に警備業務等の取引があり

ますが、一般株主との利益相反となるような特別な関

係はありません。

カナデビア㈱ 社外監査役
カナデビア㈱と当社との間に重要な取引その他の関係

はありません。

社外取締役 中川 正浩

拓殖大学 教授
拓殖大学と当社との間に重要な取引その他の関係はあ

りません。

弁護士
中川正浩氏は弁護士でありますが、同氏と当社との間

に重要な取引その他の関係はありません。

社外取締役 福岡 規行

セコム㈱

執行役員 大阪本部本部長

セコム㈱は、当社の主要株主であり、当社は同社の持

分法適用会社（議決権所有割合27.4%）であります。

同社グループと当社との間に警備業務の委託等の取引

がありますが、一般株主との利益相反となるような特

別な関係はありません。

なお、セコムスタティック関西㈱及びセコム高知㈱と

当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

セコムスタティック関西㈱

代表取締役社長

セコム高知㈱ 取締役

社外取締役 長尾 誠也

セコム㈱

常務取締役 財務本部長

セコム㈱は、当社の主要株主であり、当社は同社の持

分法適用会社（議決権所有割合27.4%）であります。

同社グループと当社との間に警備業務の委託等の取引

がありますが、一般株主との利益相反となるような特

別な関係はありません。

なお、セコムクレジット㈱と当社との間に重要な取引

その他の関係はありません。

セコムクレジット㈱

代表取締役社長

社外監査役 桶谷 重雄
東洋テックセキュリティサ

ービス㈱ 監査役

東洋テックセキュリティサービス㈱は、当社の子会社

であります。

社外監査役 植松 則行

セコム㈱ 執行役員

内部監査担当 グループ運

営監理部長

セコム㈱は、当社の主要株主であり、当社は同社の持

分法適用会社（議決権所有割合27.4%）であります。

同社グループと当社との間に警備業務の委託等の取引

がありますが、一般株主との利益相反となるような特

別な関係はありません。

なお、セコム損害保険㈱と当社との間に重要な取引そ

の他の関係はありません。

セコム損害保険㈱ 監査役

社外監査役 野地 小百合
関西電力㈱ 執行役常務

原子力事業本部長代理

関西電力㈱は当社の主要株主であります。

関西電力グループと当社との間に警備業務等の取引が

ありますが、一般株主との利益相反となるような特別

な関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況

役職及び氏名 出席状況 発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役

指名報酬委員長

諸島 伸治

取締役会

12/12回（100％）

指名報酬委員会

４回/４回（100％）

長年に亘る日立製作所グループでの経営者として、経営及びグループ経営に

関する豊富な経験と実績及びテクノロジー・ＩＴに関する専門的知識・豊富

な経験を有しており、当社グループの経営監督機能の強化、業務執行に係る

意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

また指名報酬委員会の委員長を務め、ガバナンス強化のための助言・提言を

行っております。

社外取締役

指名報酬委員

稲田 浩二

取締役会

12/12回（100％）

指名報酬委員会

４回/４回（100％）

地元関西の有力企業である関西電力㈱の経営者として、経営及びグループ経

営に関する豊富な経験と実績及びシステム部門での勤務経験に基づくテクノ

ロジー・ＩＴに関する専門的知識を有しており、当社グループの経営監督機

能の強化、業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保するための助

言・提言を行っております。また指名報酬委員会の委員を務め、ガバナンス

強化のための助言・提言を行っております。

社外取締役

指名報酬委員

中川 正浩

取締役会

12/12回（100％）

指名報酬委員会

４回/４回（100％）

警察庁で培われた防犯、危機管理に関する知識、豊富な経験に加え、弁護士

として法律の専門的知識を有しており、当社グループの経営監督機能の強

化、業務執行に係る意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言

を行っております。また指名報酬委員会の委員を務め、ガバナンス強化のた

めの助言・提言を行っております。

社外取締役

福岡 規行

取締役会

12/12回（100％）

警備業界のリーディングカンパニーであるセコム㈱での営業部門や同社グル

ープ会社代表取締役として培われた経営及び業界における知識、豊富な経験

を有しており、当社グループの経営監督機能の強化、業務執行に係る意思決

定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

社外取締役

指名報酬委員

長尾 誠也

取締役会

12/12回（100％）

指名報酬委員会

４回/４回（100％）

警備業界のリーディングカンパニーであるセコム㈱での財務部門や同社グル

ープ会社代表取締役として培われた経営及び業界における知識、豊富な経験

を有しており、当社グループの経営監督機能の強化、業務執行に係る意思決

定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また指

名報酬委員会の委員を務め、ガバナンス強化のための助言・提言を行ってお

ります。

社外監査役

桶谷 重雄

取締役会

11/12回（ 92％）

監査役会

７回/７回（100％）

取締役会においては、金融機関での勤務経験を通じて培った豊富な経験、知

見を基に質問、意見等を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保

するための助言・提言を行っております。また監査役会においては、監査結

果等に関する重要事項等について意見交換、協議等を行っております。

社外監査役

植松 則行

取締役会

12/12回（100％）

監査役会

７回/７回（100％）

取締役会においては、警備業界のリーディングカンパニーであるセコム㈱で

の総務人事部門をはじめ、あらゆる部門における豊富な経験、知見を基に質

問、意見等を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための

助言・提言を行っております。また監査役会においては、監査結果等に関す

る重要事項等について意見交換、協議等を行っております。

社外監査役

野地 小百合

取締役会

12/12回（100％）

監査役会

６回/７回（86％）

取締役会においては、地元関西の有力企業である関西電力㈱での企画部門、

広報部門等における豊富な経験、知見を基に質問、意見等を行い、取締役会

の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っておりま

す。また監査役会においては、監査結果等に関する重要事項等について意見

交換、協議等を行っております。

社外監査役

藤川 広

取締役会

10/10回（100％）

監査役会

５回/５回（100％）

（注）

取締役会においては、金融機関での勤務経験を通じて培った豊富な経験、知

見を基に質問、意見等を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保

するための助言・提言を行っております。また監査役会においては、監査結

果等に関する重要事項等について意見交換、協議等を行っております。

（注）監査役 藤川広氏の出席状況は、2025年６月19日就任後の状況であります。
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■会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

海南監査法人

（注）当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは、2025年６月19日開催の第61期定時株主総会終結の
時をもって任期満了により退任いたしました。また、同株主総会で新たに海南監査法人が当社の会計監査人
に選任され就任いたしました。

(2) 会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る報酬等の額 49 百万円

② 当社及び連結子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 49 百万円

(注) 1. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の
監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状
況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討しました結果、会計監査人の報酬等につ
いて会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を区分しておらず、また、実質的にも区分できませんので、上記①の報酬等の額にはこれ
らの合計額を記載しております。

3. 当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前任会計監査人である有限責任監査法人トーマツに
対して支払った、前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬に係る追加報酬５百万円及び業務引継ぎ
に係る追加報酬３百万円が含まれております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、①重大な法令違反や監督官庁からの処分の有無、②独立性、監査品質等総合的能力、③監査活動実

績等を踏まえて、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提

出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役

全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最

初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

■業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
１．業務の適正を確保するための体制

コーポレートガバナンス及び内部管理体制図
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(1) 当社及び当社グループの取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループは、「コンプライアンス・マニュアル」をはじめとするコンプライアンス体制に係る各種規定を役

職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として位置付けています。

また、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長を総括責任者として、コンプラ

イアンス体制に係る取り組みについて全社横断的に統括し、役職員に対し教育、指導を行っております。

なお、執行部門から独立した内部監査部門である監査部は、当社グループ内におけるコンプライアンスの取り組

み状況について監査を行います。この監査結果は、定期的に経営会議に報告されるものとし、重大な違反行為につ

いては、取締役会及び監査役会に報告いたします。

法令上疑義のある行為等については従業員が直接情報提供を行う手段として既に「愛と正義の目安箱」を各箇所

に設置し、情報提供の運用を容易に行えるようにしています。また、社外の弁護士への書面による通報制度（以

下、「コンプライアンス・ホットライン」といいます。）を設けています。この場合、通報者の希望により匿名性を

保障するとともに通報者に不利益がないことを確保しています。

なお、重要な通報等については、その内容と会社の対処状況・結果について、適切に役員・使用人に開示し、周

知徹底を図ることとしています。

(2) 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）その他重要な情報を、社内規程

に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存し、且つ管理を行っております。

① 株主総会議事録とその関連資料

② 取締役会議事録とその関連資料

③ 経営会議議事録とその関連資料

④ 取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過及び記録または指示事項とその関連資料

⑤ 取締役を決定者とする稟議書等決定書類及び付属書類

⑥ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「危機管理規程」の定めにより代表取締役社長を危機管理統括管理者とし、当社が事業活動を行う中で

不測の事態に直面した場合、被害の拡大を防止するとともに経営危機を回避するために行動しなければならない基

本的な枠組みを定めています。

代表取締役は、各本部長をリスク管理に係る危機管理責任者に任命し、危機管理責任者は緊急事態に際し適切な

対応行動を指揮し、また、関係職員を対象として教育、訓練を行い危機管理意識の高揚、維持を図ります。

コンプライアンス、災害、警備品質、情報セキュリティに係る各種リスクについては、それぞれ担当部門長であ

る危機管理監督者が、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織

横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、当社の危機管理統括責任者の下で行います。

(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は、全社的な経営目標を定め、業務執行取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の

意思決定ルールに基づく効率的な達成のための方法を定めます。

取締役会は、各業務執行取締役に定期的に各部門の目標に対する進捗状況の報告を求め、改善を促すこととし、

全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。

なお、意思決定と経営効率を向上させるため、取締役、執行役員が出席する経営会議を原則月２回開催し、業務

執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。

業務運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画及び各年度の運営方針、施策、予算を策定し、全

社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案し実行します。

(5) 当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、取締役管理本部長が関係会社の法令遵守体制、リスク管理体制等関係

会社の業務の適正を確保するための体制を統括します。
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また、関係会社については監査部による業務監査を実施するとともに、関係会社の所管業務の運営体制について

は、管理本部経営統括部が各社の自主性を尊重しながら、経営計画に基づいた施策や効率的な業務運営体制につい

てサポートを行います。

関係会社の業務執行等の状況については、各社の取締役会へ定期的に報告するのに加え、当社代表取締役、各本

部長、常勤監査役と関係会社取締役、執行役員及び所管部署である管理本部経営統括部との間で関係会社会議を開

催し、関係会社の問題点の把握と改善に努め、必要に応じて取締役会、監査役会に報告を行っております。

(6) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する体制

当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役の意見を尊重した上で、必要に

応じて監査部所属の職員１名以上の使用人を配置します。

この場合、監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし

ます。なお、当該期間中、指名された使用人は取締役の指揮命令は受けないものとします。

(7) 当社の取締役及び使用人等が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

当社の取締役及び使用人並びに関係会社の取締役、監査役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及び当社グル

ープに重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びそ

の内容を遅滞なく当社の監査役に報告するものとします。

また、当社は、監査役会への報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを行うことを

禁じます。

報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会との協議により決定する方法に

よります。

監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営会議等重要な会議に

出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができ

ます。

(8) 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査業務の実効性を高めるため、監査役の半数以上は社外監査役とし、対外透明性を確保しています。

監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換の場を設け、監査役の監査が実効的に行われる体制を整備して

います。

また、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するととも

に、監査役は監査部及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図るものとします。

また、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したと

きは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに

当該費用または債務を処理します。また、監査役が、その職務を遂行するために、弁護士・公認会計士・税理士等

の専門家に意見を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用

を負担します。

(9) 当社の財務報告の適正性を確保するための体制

当社は、当社グループの財務報告に関する信頼性を確保するため、財務報告に係る必要かつ適切な内部統制体制

を整備、運用するとともに、その体制及び運用状況を継続的に評価し、必要があれば速やかに是正措置を行うもの

とします。

(10)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社及び当社グループは、暴力団等反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むこととしており、不当要求

等は一切受け付けず、警察当局や顧問弁護士等と連携を図りながら、事案に応じて関係部門と協議の上、対応して

まいります。

反社会的勢力排除に向けた整備状況については、対応部署を設置し、警察当局及び関係機関との連絡を密にし、

指導、助言を受けるほか、事案発生時には、関係機関、顧問弁護士等と緊密に連携して、速やかに対処できる体制

を構築しております。
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２．運用状況

(1) 内部統制システム全般

当社及びグループ各社の内部統制システム全般の整備･運用状況を当社の監査部がモニタリングし、改善を進め

る体制としております。

(2) コンプライアンス

当社グループは、行動宣言にコンプライアンス遵守を明定しております。また、コンプライアンス・プログラム

を策定し、コンプライアンス違反となる事象に対して管理体制を構築するとともに、半期毎にコンプライアンス研

修を実施する等により、コンプライアンス意識の向上並びにコンプライアンス遵守体制の強化を図っています。コ

ンプライアンスの管理部署としてコンプライアンス室を設置し、コンプライアンス遵守のためのコンプライアン

ス・マニュアルを策定しています。

なおコンプライアンス・プログラムについては、その内容について取締役会にて決議承認を得ており、代表取締

役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を半期毎に開催し、その遵守状況について管理を行っています。

(3) リスク管理体制

2016年10月から、リスクマネジメントシステムを導入し、「リスクマネジメント規程」の定めにより、リスクを

発生要因により「戦略リスク」「財務リスク」「ハザードリスク」「オペレーショナルリスク」の４つのカテゴリー

に分類し、発生内容等によりさらに中小の区分に分類してリスクを特定し、当社の業務を行う上で、顕在化または

潜在化しているリスクに軽重をつけ「最重要リスク」「重要リスク」「一般リスク」に分けて、そのリスクが発生し

た際の経営への影響度合いごとに管理しています。

また、その経営のどういったところに影響を与えるのかについても区分しており、株価や会社の存続に影響を与

えるリスクを「事業継続リスク」、事業資産を毀損するおそれのあるリスクを「資産保全リスク」、円滑な業務運営

と収益確保に影響を与えるリスクを「業務運営リスク」として管理しています。

リスクマネジメント全般に亘る方針については、代表取締役社長を委員長としたリスクマネジメント委員会を開

催し、リスクの発生状況や対応状況を確認して決定しています。また取締役会へもリスクの発生状況や対応状況に

ついて報告を行っています。

(4) 内部監査

監査部が作成した内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施いたしました。
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連結株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで) (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 4,618,000 8,683,109 9,510,351 △1,026,198 21,785,262

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △556,645 △556,645

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,968,261 1,968,261

自 己 株 式 の 取 得 △1,403 △1,403

自 己 株 式 の 処 分 14,034 196,784 210,818

自 己 株 式 の 消 却 △6,713 6,713 －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

－

当 期 変 動 額 合 計 － 7,321 1,411,615 202,094 1,621,031

当 期 末 残 高 4,618,000 8,690,430 10,921,967 △824,104 23,406,293

その他の包括利益累計額

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 1,256,628 △1,362,016 58,377 △47,009 21,738,253

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △556,645

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,968,261

自 己 株 式 の 取 得 △1,403

自 己 株 式 の 処 分 210,818

自 己 株 式 の 消 却 －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

△52,235 23,870 △28,365 △28,365

当 期 変 動 額 合 計 △52,235 － 23,870 △28,365 1,592,665

当 期 末 残 高 1,204,393 △1,362,016 82,248 △75,374 23,330,919
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連 結 注 記 表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び名称

連結子会社数 ７社

連結子会社の名称

東洋テックセキュリティサービス株式会社

東洋テック姫路株式会社

東洋テックビルサービス株式会社

テック不動産株式会社

五大テック株式会社

アムス・セキュリティサービス株式会社

関西ユナイトプロテクション株式会社

(2) 非連結子会社の数 該当事項はありません。

2. 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社または関連会社の数

該当事項はありません。

② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称

フジビル管理株式会社

(持分法を適用しない理由)

持分法非適用会社は当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの… 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

出しております。）

市場価格のない株式等… 投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、その損益のうち当社グループに帰属する持分相当額を純額で

「売上高」又は「売上原価」に計上するとともに「投資有価証券」を加減する方法に

よっております。

② 棚卸資産

商 品、 貯 蔵 品… 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

… 定率法

ただし、1998年４月１日以降2016年３月31日迄に取得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法を採用しており、2016年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備含む）、構築物については定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運搬具 ６年～９年

② 無 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

… 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

自社利用のソフトウェア ５年

のれん ５年～13年

③ リ ー ス 資 産

（有 形 / 無 形）

… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金… 債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

② 賞 与 引 当 金… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額を計上しており

ます。

③ 役 員 賞 与 引 当 金… 役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計上し

ております。

4. その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を

控除した額を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により翌連結会計年度から費用又は費用の減額として処理することとしております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により発生時

の連結会計年度から費用又は費用の減額として処理することとしております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の

包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(2) ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引について特例処理を採用しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

当社グループは、以下の５つのステップアプローチを適用することにより、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：履行義務を充足した時点（又は充足するにつれて）収益を認識する

警備事業

契約物件に警報機器を取り付け、事件・事故等の発生を監視する、貴重品の運搬、施設内の常駐による安全管

理等、様々なセキュリティーサービスを履行義務としております。

日常的サービス提供、契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受することから、サービスを提供

する期間にわたり収益を認識しております。また、契約条件に従い、履行義務の進捗に応じて（サービス提供

期間にわたり）契約によって定められた時期にその対価を請求、受領しております。

警備事業の内、機械警備業務においては警備機器設置工事料を契約時に顧客から受領しており、設置工事料は

対応するサービス提供期間にわたり収益を認識しております。

ビル管理事業

ビル、マンション、店舗等のビルメンテナンスや清掃に加え、大規模改修や設備の更新工事、営繕業務等、建

物の総合管理を行っております。

（清掃業務）

契約物件の設備内において、床清掃等の日常的な清掃業務を行うことを履行義務としております。日常的又は

反復的なサービスであり、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受しており、サービ

スを提供する期間にわたり収益を認識しております。また、契約条件に従い、履行義務の進捗に応じて（サー

ビス提供期間にわたり）契約によって定められた時期にその対価を請求、受領しております。

（設備点検サービス）

ビルメンテナンスに係る法定点検を実施し、関連官庁へ実施報告書を提出することを履行義務とし、顧客がサ

ービスを受けた時点で便益を享受することから、一時点（サービス提供時点）で収益を認識しております。ま

た、契約条件に従い、サービス契約期間に按分してその報酬を受領します。
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（工事契約）

消防設備改修工事、排水ポンプ取替工事、エレベーター改修工事等の小規模な工事から足場を組むような大規

模修繕工事、外壁修繕工事までを履行義務としております。

義務の履行により資産が創出され又は増価し、資産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配し、契約期

間にわたる工事の進捗に応じて充足されるため、工事の進捗度に応じて収益を計上しております。進捗度の測

定は、発生原価が履行義務の充足における工事の進捗度に寄与及び概ね比例していると考えられることから、

発生原価に基づくインプット法により行っております。

不動産事業

当社グループが保有する不動産物件の賃貸業務並びに不動産の現物や信託受益権の売買に関する仲介業務を主

体としております。

当該履行義務は媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡される一時点で充足され、引き

渡し時点において収益を認識しております。

〔会計上の見積りに関する注記〕

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係

る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

関西ユナイトプロテクション株式会社に関するのれん及び顧客関連資産

当連結会計年度

のれん 493,868千円

顧客関連資産 200,959千円

のれん及び顧客関連資産の減損の兆候は、関西ユナイトプロテクション株式会社の経営環境、事業計画の達成状況

及び今後の達成可能性を踏まえて判断しております。当該事業計画は、将来の不確実な経済条件の変動などによって

影響を受ける可能性があり、実際に発生した時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類

において、のれん及び顧客関連資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

〔追加情報〕

1. 従業員持株会支援信託口における会計処理について

当社は、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。

① 取引の概要

当社は、従業員（連結子会社の従業員を含む。以下この項において同じ。）に対する中長期的な当社企業価値向

上へのインセンティブ付与及び福利厚生制度の充実等により当社の恒常的な発展を促すことを目的として、従業員

持株会支援信託（以下「ＥＳＯＰ信託」という。）を導入しております。

当社が当社持株会に加入する従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は

信託期間中に当社持株会が取得すると見込まれる数の株式を予め定める取得期間内に取得いたします。その後、当

該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたします。当該信託は、保有する当社株式の議決権を当社持

株会の議決権割合に応じて行使いたします。

② 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。

自己株式の帳簿価額は、212,958千円であり、株式数は、161,700株であります。

③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は、192,230千円であります。

2. 従業員向け株式給付信託口における会計処理について

当社は、従業員向け株式給付信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っておりましたが、本制度の規程に基

づき、2026年３月31日をもって本制度を終了いたしました。

これに伴い、2026年２月26日開催の当社取締役会決議に基づき、2026年３月19日付で残余財産である当社普通株

式7,540 株を、会社法第155条第13号及び会社法施行規則第27条第１号の規定に従って無償取得し、当該自己株式

7,540株を同日で消却いたしました。
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〔連結貸借対照表に関する注記〕

1. 有形固定資産の減価償却累計額 10,814,111 千円

2. 土地再評価法の適用…「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき事業用土

地の再評価を行い、当該評価差額を土地再評価差額金として純資産の部に計上してお

ります。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号

に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算

の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算

定した価額に合理的な調整を行って算出しております。

再評価を行った年月日 2002年３月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
619,279千円

〔連結株主資本等変動計算書に関する注記〕

1. 当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び総数

普 通 株 式 11,432,460株

2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(1) 2025年６月19日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

株 式 の 種 類 普通株式

配 当 金 の 総 額 213,737千円

１ 株 当 た り 配 当 額 20円00銭

基 準 日 2025年３月31日

効 力 発 生 日 2025年６月20日

(注) 配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託に対する配当金4,246千円及び株式給付信託に対する配当金2,372千円

を含めております。

(2) 2025年10月30日開催の取締役会決議による配当に関する事項

株 式 の 種 類 普通株式

配 当 金 の 総 額 342,908千円

１ 株 当 た り 配 当 額 32円00銭

基 準 日 2025年９月30日

効 力 発 生 日 2025年12月１日

(注) 配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託に対する配当金5,984千円及び株式給付信託に対する配当金3,787千円

を含めております。

3. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2026年６月17日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しておりま

す。

株 式 の 種 類 普通株式

配 当 金 の 総 額 417,593千円

配 当 の 原 資 利益剰余金

１ 株 当 た り 配 当 額 39円00銭

基 準 日 2026年３月31日

効 力 発 生 日 2026年６月18日

(注1) 配当金の総額には、ＥＳＯＰ信託に対する配当金6,306千円を含めております。

(注2) 2026年度３月期の期末配当金は普通配当金34円に、設立60周年記念配当金５円を加え39円としており

ます。
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4. 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式

（注1・2・3・4）
753,116株 8,367株 36,540株 724,943株

普通株式(ＥＳＯＰ信託口)

（注5）
212,300株 ― 株 50,600株 161,700株

普通株式(株式給付信託口)

（注6）
118,605株 ― 株 118,605株 ― 株

（変動事由の概要）

（注） 1. 単元未満株式の買取りによる増加 827株

2. 株式給付信託口からの無償取得による増加 7,540株

3. 株式給付信託口からの無償取得株式の消却 7,540株

4. 譲渡制限付株式発行による減少 29,000株

5. 従業員持株会への売却による減少 50,600株

6. 株式給付信託制度終了に伴う減少 118,605株

〔金融商品に関する注記〕

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取り組み方針

当社グループは、運転資金及び設備資金については基本的に自己資金を充当することとしております。余裕資金

は安全性の高い金融商品で運用しております。また、一部の長期借入金の金利変動リスクに対しては、金利スワッ

プ取引により支払利息の固定化を実施しております。

なお、デリバティブ取引は、金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であ

ります。

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクがありますが、売掛金の平均滞留期間は１ヶ月程度で

あります。投資有価証券は、株式、投資事業有限責任組合及び特定目的会社への投資並びに特別目的会社への匿名

組合出資であり、信用リスク並びに市場リスクがあります。営業債務である買掛金、預り金、未払法人税等は、１

年以内の支払期日であります。

短期借入金は主に経常運転資金の調達を目的としたものであり、長期借入金は主に設備投資及び手元資金の拡充

並びに今後の経営計画を推進する上で必要な財務基盤の安定化を目的とした資金調達であります。社債は、長期運

転資金および設備投資資金の調達等を目的としたものであります。金利は変動金利、固定金利の双方による借入を

行っているため、借入および社債の一部において、金利変動のリスクを伴っております。当社グループでは各社が

月次で資金繰表を作成し、金利変動リスクに対処すべく随時見直しを行いながら、全体としての資金管理を行って

おります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権については営業統括部が取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握や

軽減を図っております。連結子会社についても同様の管理を行っております。

当連結会計年度末における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表価額により表

わされております。

② 市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財政状態等を把握し、また、発行体との関係を

勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いができなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの支払予定報告に基づき経理部が資金繰計画を策定すること等により、流動性リスクを管理

しております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及び時価の算定方法

当連結会計年度末現在における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

(単位：千円)

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時価 差額

投資有価証券

その他有価証券 2,525,131 2,525,131 －

資産計 2,525,131 2,525,131 －

社債 1,500,000 1,496,815 △3,184

長期借入金 6,097,264 5,991,506 △105,757

負債計 7,597,264 7,488,321 △108,942

デリバティブ取引 － － －

(注) 1. 「現金及び預金」「受託現預金」「受取手形及び売掛金」「売掛金」「買掛金」「預り金」「短期借入金」「未払

法人税等」については現金であること、もしくは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの

であることから、記載を省略しております。

2. デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

3. 市場価格のない株式等は、「投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 502,252

特定目的会社への出資金 142,092

4. 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については、「時価

の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に基づ

き時価の注記を要しないとする取扱いを適用しており、時価開示の対象としておりません。当該金融商品

の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

投資事業有限責任組合への出資金 900,000

匿名組合への出資金 800,000

5. 社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

区分 １年内
１年超

２年内

２年超

３年内

３年超

４年内

４年超

５年内
５年超

社債 1,000,000 － － 500,000 － －

長期借入金 1,799,176 799,176 1,803,176 599,620 303,830 600,056

合計 2,799,176 799,176 1,803,176 1,099,620 303,830 600,056

長期借入金のうち、192,230千円はＥＳＯＰ信託設定に伴うものであり、返済額が未定のため連結決算日

後返済予定額から除外しております。

3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分解

しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 2,513,928 － － 2,513,928

投資信託 － 11,202 － 11,202

資産計 2,513,928 11,202 － 2,525,131

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 1,496,815 － 1,496,815

長期借入金 － 5,991,506 － 5,991,506

負債計 － 7,488,321 － 7,488,321

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

ベル１の時価に分類しております。

投資信託は、市場における取引価格が存在しないことから公表されている基準価額を用いて評価しており、その

時価をレベル２の時価に分類しております。

社債

当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割

引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価

値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

〔賃貸等不動産に関する注記〕

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、東京都に賃貸用の学生マンション（土地を含む。）と、埼玉県に賃貸用の土地を１件、大阪府に賃

貸用のビジネスホテル（土地を含む。）と賃貸用のテナントビルの一部（土地を含む。）、京都府に単身者向け集合住宅

（土地を含む。）と賃貸用のテナントビル（土地を含む。）を各１件、また、連結子会社１社は、大阪府において賃貸マ

ンション（土地を含む。）を保有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価

6,654,277 7,301,000

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書等に基づく

金額によっております。
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〔収益認識に関する注記〕

１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

報告セグメント
合計

警備事業 ビル管理事業 不動産事業

機械警備業務 8,741,775 － － 8,741,775

輸送警備業務 2,424,340 － － 2,424,340

常駐警備業務 15,104,468 － － 15,104,468

ＡＴＭ管理業務 2,157,950 － － 2,157,950

工事・機器販売業務 1,882,805 － － 1,882,805

ビル管理業務 － 10,289,128 － 10,289,128

仲介業務 － － 54,657 54,657

その他 1,979,858 － － 1,979,858

顧客との契約から生じる収益 32,291,198 10,289,128 54,657 42,634,984

その他の収益（注） － － 436,381 436,381

外部顧客への売上高 32,291,198 10,289,128 491,039 43,071,366

（注）その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。

２.収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する

注記等、4.その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項、(3) 収益及び費用の計上基準」に同一の内容

を記載しておりますので、注記を省略しております。

３.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1)契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度に認識された収益の額の内、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、285,574千円でありま

す。

また、当連結会計年度期首現在の流動負債「その他」に含まれていた前受金の金額は、179,514千円であります。

契約資産は、ビルメンテナンスサービス及び大規模修繕工事にかかる契約について履行義務を充足したものの、未

請求の対価に対する権利によるものであります。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契

約から生じた債権に振り替えられ、その対価は契約によって定められた時期に請求、受領しております。契約負債

は、主に一定期間にわたり収益を認識する機械警備サービス契約を締結した顧客との警備機器設置料について、契約

時に顧客から受け取ったもの及びビルメンテナンスサービスにかかる顧客からの前受によるものであります。

流動負債「その他」に前受金として含まれている金額は、顧客から前受けしている機械警備サービス契約の警備料

等であります。

契約負債及び前受金は収益の認識に伴い取り崩されます。

〔１株当たり情報に関する注記〕

1. １株当たり純資産額 2,212円34銭

2. １株当たり当期純利益 188円98銭

(注) 「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」を算定するための期末の普通株式数及び普通株式

の期中平均株式数について、専用信託口が保有する当社株式は控除しております。

〔連結計算書類の作成について〕

記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(2026年３月31日現在)

(単位：千円)

科 目

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 託 現 預 金（注）

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

立 替 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

資 産 合 計

金 額

11,099,462

5,212,532

3,681,492

1,472,590

4,351

387,825

306,810

500

76,107

△42,749

24,363,170

12,735,446

4,276,677

56,305

2,157,907

248

457,621

5,682,535

93,112

11,038

2,253,894

184,954

197,863

1,675,667

195,408

9,373,829

3,206,518

4,467,374

800,000

54,667

263,904

535,689

225,331

△179,655

35,462,632

科 目

（負 債 の 部）

流 動 負 債

買 掛 金

１ 年 以 内 償 還 予 定 社 債

１年内返済予定の長期借入金

未 払 金

未 払 費 用

リ ー ス 債 務

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

前 受 金

契 約 負 債

預 り 金

関 係 会 社 預 り 金

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

社 債

長 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

繰 延 税 金 負 債

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他

負 債 合 計

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金

別 途 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

評 価 ･ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

土 地 再 評 価 差 額 金

純 資 産 合 計

負 債 純 資 産 合 計

金 額

7,948,270

306,971

1,000,000

1,799,176

795,071

416,119

48,011

696,535

395,468

153,550

373,999

735,078

640,000

462,775

70,000

55,514

5,832,094

500,000

4,298,088

272,062

206,539

138,875

416,528

13,780,364

22,221,617

4,618,000

8,674,746

8,310,580

364,166

9,752,975

233,989

9,518,986

86,823

4,265,000

5,167,163

△824,104

△539,350

822,666

△1,362,016

21,682,267

35,462,632

(注) 受託現預金とは、ＡＴＭ管理業務において、売上金回収サービス（ＴＥＣ－ＣＤ）等に使用するための現金及び預金であります。
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損 益 計 算 書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで) (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 27,659,977

売 上 高 27,252,681

不 動 産 事 業 収 入 407,296

売 上 原 価 21,868,233

売 上 原 価 21,631,096

不 動 産 事 業 原 価 237,137

売 上 総 利 益 5,791,744

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,155,878

営 業 利 益 1,635,865

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 895,454

そ の 他 82,525 977,980

営 業 外 費 用

支 払 利 息 80,339

そ の 他 13,154 93,493

経 常 利 益 2,520,352

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 387,982

受 取 賠 償 金 55,612 443,595

特 別 損 失

賃 貸 借 契 約 解 約 損 124,687

減 損 損 失 55,232

固 定 資 産 除 却 損 60,690

投 資 有 価 証 券 評 価 損 43,841

和 解 金 8,294 292,746

税 引 前 当 期 純 利 益 2,671,201

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 694,154

法 人 税 等 調 整 額 △29,811 664,343

当 期 純 利 益 2,006,858
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株主資本等変動計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで) (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 4,618,000 8,310,580 356,844 8,667,424

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 額

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 14,034 14,034

自 己 株 式 の 消 却 △6,713 △6,713

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

－

当 期 変 動 額 合 計 － － 7,321 7,321

当 期 末 残 高 4,618,000 8,310,580 364,166 8,674,746

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
別途積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 233,989 92,101 4,265,000 3,711,672 8,302,763 △1,026,198 20,561,989

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △556,645 △556,645 △556,645

当 期 純 利 益 2,006,858 2,006,858 2,006,858

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 額

△5,277 5,277 － －

自 己 株 式 の 取 得 △1,403 △1,403

自 己 株 式 の 処 分 196,784 210,818

自 己 株 式 の 消 却 6,713 －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

－

当 期 変 動 額 合 計 － △5,277 － 1,455,490 1,450,212 202,094 1,659,628

当 期 末 残 高 233,989 86,823 4,265,000 5,167,163 9,752,975 △ 824,104 22,221,617
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(単位：千円)

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価差額金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 896,620 △1,362,016 △465,395 20,096,593

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △556,645

当 期 純 利 益 2,006,858

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 額

－

自 己 株 式 の 取 得 △1,403

自 己 株 式 の 処 分 210,818

自 己 株 式 の 消 却 －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

△73,954 △73,954 △73,954

当 期 変 動 額 合 計 △73,954 － △73,954 1,585,674

当 期 末 残 高 822,666 △1,362,016 △539,350 21,682,267
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式 … 移動平均法による原価法

② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの… 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定しております。）

市場価格のない株式等… 投資事業有限責任組合等への出資金（金融商品取引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎とし、その損益のうち当社に帰属する持分相当額を純額で「売上

高」又は「売上原価」に計上するとともに「投資有価証券」を加減する方法によって

おります。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品、 貯 蔵 品… 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

… 定率法

ただし、1998年４月１日以降2016年３月31日迄に取得した建物（建物附属設備は除く）

については定額法を採用しており、2016年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備含む）、構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３年～50年

機械及び装置 ６年～９年

(2) 無 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）

… 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

自社利用のソフトウェア ５年

のれん 13年

(3) リ ー ス 資 産

（有 形 / 無 形）

… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金… 債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(2) 賞 与 引 当 金… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額を計上しており

ます。

(3) 役 員 賞 与 引 当 金… 役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。

(4) 退 職 給 付 引 当 金… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。

なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額法により発生年度の翌事業年度から費用又は費

用の減額として処理することとしております。

また、過去勤務費用は発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により発生時の事業年度から費用処理することとしております。
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4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引について特例処理を採用しております。

(2) 収益及び費用の計上基準

当社は、以下の５つのステップアプローチを適用することにより、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：履行義務を充足した時点（又は充足するにつれて）収益を認識する

警備事業

契約物件に警報機器を取り付け、事件・事故等の発生を監視する、貴重品の運搬、施設内の常駐による安全管

理等、様々なセキュリティーサービスを履行義務としております。

日常的サービス提供、契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受することから、サービスを提供

する期間にわたり収益を認識しております。また、契約条件に従い、履行義務の進捗に応じて（サービス提供

期間にわたり）契約によって定められた時期にその対価を請求、受領しております。

警備事業の内、機械警備業務においては警備機器設置工事料を契約時に顧客から受領しており、設置工事料は

対応するサービス提供期間にわたり収益を認識しております。

ビル管理事業

ビル、マンション、店舗等のビルメンテナンスや清掃に加え、大規模改修や設備の更新工事、営繕業務等、建

物の総合管理を行っております。

（清掃業務）

契約物件の設備内において、床清掃等の日常的な清掃業務を行うことを履行義務としております。日常的又は

反復的なサービスであり、顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受しており、サービ

スを提供する期間にわたり収益を認識しております。また、契約条件に従い、履行義務の進捗に応じて（サー

ビス提供期間にわたり）契約によって定められた時期にその対価を請求、受領しております。

（設備点検サービス）

ビルメンテナンスに係る法定点検を実施し、関連官庁へ実施報告書を提出することを履行義務とし、顧客がサ

ービスを受けた時点で便益を享受することから、一時点（サービス提供時点）で収益を認識しております。ま

た、契約条件に従い、サービス契約期間に按分してその報酬を受領します。

（工事契約）

消防設備改修工事、排水ポンプ取替工事、エレベーター改修工事等の小規模な工事から足場を組むような大規

模修繕工事、外壁修繕工事までを履行義務としております。

義務の履行により資産が創出され又は増価し、資産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配し、契約期

間にわたる工事の進捗に応じて充足されるため、工事の進捗度に応じて収益を計上しております。進捗度の測

定は、発生原価が履行義務の充足における工事の進捗度に寄与及び概ね比例していると考えられることから、

発生原価に基づくインプット法により行っております。

不動産事業

当社が保有する不動産物件の賃貸業務から得られる収益を認識しております。
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〔会計上の見積りに関する注記〕

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に

重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

関西ユナイトプロテクション株式会社に係る関係会社株式の評価

当事業年度

関係会社株式 1,312,683千円

関西ユナイトプロテクション株式会社に係る関係会社株式の評価は、同社の超過収益力を反映した実質価額を踏ま

えて判断しております。当該実質価額の算定基礎となる事業計画は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影

響を受ける可能性があり、実際に発生した時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、

関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。

〔追加情報〕

従業員持株会支援信託口における会計処理及び従業員向け株式給付信託口における会計処理については、連結注記

表「〔追加情報〕」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

〔貸借対照表に関する注記〕

1. 関係会社に対する金銭債権債務

(1) 短 期 金 銭 債 権 52,176千円

(2) 短 期 金 銭 債 務 295,622千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 9,722,186千円

3. ＡＴＭ管理業務等の資金…当社はＡＴＭ管理業務等において売上金回収サービス（ＴＥＣ－ＣＤ）等に使用する

ため多額の資金を使用しており、受託現預金3,681,492千円及び預り金のうち681,255

千円は当該業務のために使用している資金であります。

4. 土地再評価法の適用…「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき事業用土

地の再評価を行い、当該評価差額を土地再評価差額金として純資産の部に計上してお

ります。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号

に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算

の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算

定した価額に合理的な調整を行って算出しております。

再評価を行った年月日 2002年３月31日

再評価を行った土地の当事業年度末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
619,279千円

〔損益計算書に関する注記〕

関係会社との取引高

売 上 高 214,246千円

仕 入 高 2,203,580千円

営業取引以外の取引高 848,541千円
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〔株主資本等変動計算書に関する注記〕

当該事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

当社普通株式 724,943株

ＥＳＯＰ信託口が所有する当社普通株式 161,700株

〔税効果会計に関する注記〕

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、貸倒引当金等の否認等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、

その他有価証券評価差額金であります。

〔関連当事者との取引に関する注記〕

該当事項はありません。

〔収益認識に関する注記〕

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「連結計算書類作成のための基本と

なる重要な事項に関する注記等、4.その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項、(3) 収益及び費用の

計上基準」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

〔１株当たり情報に関する注記〕

1. １株当たり純資産額 2,056円01銭

2. １株当たり当期純利益 192円69銭

(注) 「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」を算定するための期末の普通株式数及び普通株式の期中

平均株式数について、専用信託口が保有する当社株式は控除しております。

〔計算書類の作成について〕

記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月12日

東 洋 テ ッ ク 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

海 南 監 査 法 人

大 阪 事 務 所

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 中 須 賀 高 典

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 小 林 裕

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東洋テック株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日ま

での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連

結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

東洋テック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全て

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社

及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書

類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連

結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及

び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ

ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい

て報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年５月12日

東 洋 テ ッ ク 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

海 南 監 査 法 人

大 阪 事 務 所

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 中 須 賀 高 典

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 小 林 裕

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東洋テック株式会社の2025年４月１日から2026年３

月31日までの第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記

表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお

ける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、

そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類

等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査

証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ

ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい

て報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第62期事業年度における取締役の職務の執行に関して、

各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける

ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部

監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法

で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調

査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、

必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第

100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい

る体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報

告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計

監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監

査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を

求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人 海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月13日

東洋テック株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 桶 谷 重 雄 ㊞

社外監査役 植 松 則 行 ㊞

社外監査役 野 地 小百合 ㊞

社外監査役 藤 川 広 ㊞

以 上
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